年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

○○○○株式会社　代表取締役　□□　□□と○○○○株式会社　労働者代表　△△　△△は、年次有給休暇の付与に関し、以下のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条　　　本協定は、就業規則第○○条第○項に定める年次有給休暇の計画的付与（以下、「計画年休」という）に関する取り扱いを定めるものとする。

（社員のグループ分け）

第２条　　　計画年休の付与は、社員を次の二つのグループに分けて実施する。

　　　　　　①★★配送専属社員・・・・・★★配送を専属で行う社員

　　　　　　②一般社員・・・・・・・・①を除く社員

（★★配送専属社員の計画年休）

第３条　　　★★配送専属社員の計画年休は、以下のように付与する。

　　　　　　①１２月３１日から１月２日までの３日間

　　　　　　②★★より個別に割り当てられた休日のうち毎週1日を超える日

　　　　２．前項②については★★より通知を受け次第、対象者に通知する。この通知は遅くとも各期間の開始２週間前までに行うものとする。

（一般社員の計画年休）

第４条　　　一般社員の計画年休は、年末年始およびゴールデンウィーク期間中に、業務の状況に応じ個人別に計画を立てて実施する。なお、当該計画の通知は遅くとも計画年休付与日の前々日までに行うものとする。

（残日数が不足している社員の取り扱い）

第５条　　　計画年休実施時に年休の残日数が不足している社員については、原則として計画年休を実施しない。ただし、特別に不足分の年休を追加付与し実施する場合がある。

（適用除外者）

第６条　　　次に定める社員は、この協定に定める計画年休制度の対象外とする。

　　　　　　①業務上の傷病により休業中の者

　　　　　　②産前産後休業、育児・介護休業を取得中の者

　　　　　　③計画年休の対象期間前、または対象期間中に退職することが明らかな者

（有効期間）

第７条　　　本協定の有効期間は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの１年間とする。ただし、期間満了の１ヶ月前までに労使のいずれからも改廃の意思表示がないときは、さらに１年間有効とし、その後も同様とする。

平成２２年３月２１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社　代表取締役　□□　□□　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社　労働者代表　△△　△△　　㊞

